是　正　・　改　善　報　告　書

令和　　年　　月　　日

　　　　　労働基準監督署長　殿


代表者職氏名　　　　　　　　　　　　


　令和　　年　　月　　日に労働基準監督官・厚生労働技官　　　　　　　　　　　　から使用停止等命令・是正勧告・改善指導を受けました事項について、下記のとおり是正・改善しましたので報告します。

記

１　使用停止等命令・是正勧告を受けた事項
	違反法条項
	是正年月日
	是正状況（具体的に記入すること）

	
	
	

	（例）安衛法第20条
 （安衛則第101条）
	８・６・１
	金網張りのカバーを設け、運転中の内部を点検できる構造にした。（別添写真参照）


（裏面へ続く）

２　点検責任者について是正勧告された事項
是正勧告書の法条項欄及び使用停止等命令書の番号欄に□印を付されている事項については、今後下記の者に点検、補修を確実に実施させ、再び同種の違反を繰り返さないようにします。
	点検対象機械等
（点検箇所）
	点検時期
	点検整備責任者

	点検記録簿
等の作成

	
	
	
	

	（例）玉掛け用具
第１工場
	作業前及び
毎月１回
	安全管理者
川海三郎
	安全管理者
川海三郎



３　改善指導（専用指導文書を含む。）を受けた事項
	指導番号
	改善年月日
	改善状況（具体的に記入すること）

	
	
	

	（例）１
	８・６・１
	別紙のとおり安全作業標準を作成し、関係労働者に教育した。


※  報告に当たっての注意事項
①金銭関係については受領証、賃金台帳等支払ったことの分かる資料の写しを添付してください。
②機械又は設備関係については写真、図面、資格証、点検結果表等の写しを添付してください。
③所定期日までに是正できない場合は、その状況を報告してください。
[image: QR コード

自動的に生成された説明]④是正状況が記入しきれない場合は、別紙を添付してください。大田原労働基準監督署ホームページに本報告書の様式（Word形式）を掲載していますのでご活用ください。
ＵＲＬ：
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/ohtawara.html
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